
第 47 回 ⾧崎民医連学術運動交流集会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■集会スローガン■ 

学び・考え・語り合おう 私たちが取り組んだ実りと種を 
深めよう「誰のために、何のために、何をするのか」民医連職員集団として 

 

2026 年１月１８日（日） 
8:30 開場 9:00～13:00 

    

     

 

 

 

 

プログラム・原稿集 

オンライン（zoom 開催） 
 

ミーティング ID: 869 8095 2082 

パスコード: 581649 

YouTube ライブ配信 
https://youtube.com/live/fak8mP_IY6I?feature=share 
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タイムスケジュール 
8：30  受付開始 
9：00  開会 

  総合司会 山﨑理絵（健友会本部） 
  実行委員⾧挨拶：古川裕（上戸町病院） 

9：05-10：45 記念講演 

講師：樋口武仁さん （元山梨勤労者医療協会専務理事）  
「倒産と再建から学んだ民医連の存在意義」 
                                                      

10：45-10：55 休憩 
 
10：55-12：55 演題発表 

座⾧：小森ゆりこ（上戸町病院）・土屋由紀子（香焼民主診療所） 
助言者：中里結花（上戸町病院）          
 

１．香焼民主診療所におけるプライマリ・ケア看護のまとめ 
～プライマリ・ケア看護師に認定されました！～  
香焼民主診療所 土屋由紀子 

 

２．A 病院における外国人医療の現状と課題  
上戸町病院 外来看護課 赤島友美  

 

３．ご利用者の健康を考えてデイサービスで取り組んだこと 
～レンジで簡単料理教室を始めて～ 

  戸町ふくし村 デイサービス 松永さやか      
 

４．中庭での園芸療法のすすめ 
上戸町病院 回復期入院リハ課 山本美生 

 

５．1 人暮らしの高齢者に対する関わり～見守り支え合うネットワーク～ 
  大浦診療所 外来看護課 相良洋子 

 
６．⾧崎健康友の会 平和の取り組み 

⾧崎健康友の会 平和といのち・くらし委員会 山口喜久雄 
 
７．諫早健康友の会 事務所ができ新たな活動を始めました 

諫早健康友の会 事務局⾧ 吉岡賢 
 

８．身体的拘束最小化にむけての取り組み  
上戸町病院 3 階病棟 松尾つばさ   
 

９．大浦ひだまり食堂の歩みと 病院として何ができるのか？   
上戸町病院 栄養課 永田和磨 

 
12：55  まとめと閉会挨拶： 平野友久 ⾧崎民医連会⾧ 
13：00  終了 
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注意事項 

 
１．今回の学術運動交流集会は、オンライン開催となります。参加方法は下記の２通りです。 

(1) zoom による参加 

集会関係者、演題発表者のみなさん、発言予定の方々、各事業所・職場からの参加は、表紙の ID・

パスワードを使って zoom で参加してください。zoom 参加の場合、発言するとき以外は、必ずマ

イクをミュート（無音）にしてください。いっぽう、ビデオは ON を基本とします。zoom の注意

事項を後のページにまとめていますので確認してください。 

 

(2) YouTube ライブ配信の視聴について 

全体の参加者数が多いため、YouTube ライブ配信を併用します。個人自宅からご参加の皆さん

は、この方法を推奨します。ただし、演題発表者のみなさんや、発言予定のみなさんは、必ず zoom

で参加してください。 

YouTube ライブ配信は、表紙の URL・QR コードを使って視聴してください。 

 

２．学術運動交流集会は、感想文の提出をもって参加とみなします。この資料巻末の感想文用紙を

切り取って、１月２４日（土）までに事業所管理部または職場責任者に提出してください。提出を

受けた事業所管理部や職場責任者は、期日までに県連事務局・松延宛感想をお送りください。また、

感想文はグーグルフォームでも提出できます。右の QR コードもしくは URL で、感想文フォーム

へ入ってください。 

 

 

https://forms.gle/JrhEi1ML3w3QdtoJA 
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で
7
9
年

に
健

文
に

不
動

産
開

発
部

を
設

置

自
ら

責
任

者
に

な
り

起
死

回
生

を
試

み
た

が
、

さ
ら

に
急

坂
を

転
げ

落
ち

た

不
動

産
等

へ
の

資
金

流
失

は
最

終
的

に
は

1
2
0
億

円
に

達
し

た

こ
の

資
金

の
源

泉
は

主
と

し
て

山
梨

勤
医

協
の

建
設

協
力

債
で

あ
っ

た

（
協

力
債

の
残

高
7
7
年

末
5
0
億

円
⇒

8
2
年

末
1
1
6
億

円
、

５
年

で
6
6
億

の
増

）
1
4

山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要
■

倒
産

後
の

2
ヶ

月

・
労

組
に

全
て

の
財

産
を

譲
渡

（
労

務
債

保
護

が
名

目
、

土
地

・
建

物
か

ら
す

べ
て

の
機

械
・

器
材

や
薬

品
）

主
な

目
的

は
「

機
器

・
材

料
を

守
る

＝
医

療
を

守
る

」
こ

と
に

単
純

化

「
中

央
緊

急
対

策
本

部
」

設
置

、
債

権
者

対
応

、
食

材
や

医
療

材
料

は
す

べ
て

現
金

で
日

買
い

・
4
.2

0
臨

時
総

会
。

副
理

事
⾧

（
S前

専
務

）
、

経
理

部
⾧

を
社

員
か

ら
除

名
・

懲
戒

解
雇

。
副

理
事
⾧

財
産

没
収

理
事
⾧

、
副

理
事
⾧

、
非

医
師

常
務

理
事

全
員

解
任

、
新

理
事

選
出

、
真

相
究

明
委

員
会

設
置

・
7
月

S元
専

務
を

背
任

罪
で

刑
事

告
訴

・
資

金
捻

出
の

た
め

賃
金

カ
ッ

ト
（

職
員

2
0
％

、
理

事
手

取
り

0
、

常
務

理
事

支
給

0
。

→
4
月

の
み

で
1
億

円
捻

出

・
当

初
は

自
然

発
生

的
に

開
始

さ
れ

た
お

詫
び

と
説

明
の

債
権

者
訪

問
、

連
休

返
上

・
3
つ

の
ス

ロ
ー

ガ
ン

「
民

医
連

の
医

療
、

債
権

者
の

権
利

、
職

員
の

生
活

を
守

る
」

山
梨

の
民

主
勢

力
に

は
5
0
年

く
ら

い
ぺ

ん
ぺ

ん
草

も
生

え
な

い
と

思
っ

た

桜
の

花
が

咲
い

た
の

も
、

散
っ

た
の

も
気

づ
か

な
か

っ
た

春
、

音
や

色
の

記
憶

な
い

人
多

数

6
月

、
創

立
以

来
の

幹
部

医
師

が
命

を
絶

っ
た

・
マ

ス
コ

ミ
に

よ
る

連
日

の
勤

医
協

バ
ッ

シ
ン

グ
の

論
調

を
変

え
た

1
1
の

患
者

会
主

催
の

集
会

（
8
0
0
人

参
加

）

1
5

山
梨

勤
医

協
の

現
況

と
歴

史
資

料
5
-1

5
月

8
日

、
1
1
の

患
者

会
に

よ
る

「
共

立
病

院
の

閉
鎖

を
絶

対
阻

止
す

る
た

め
の

大
会

」
が

開
か

れ
た

1
6

8
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山
梨

勤
医

協
の

現
況

と
歴

史
資

料
5
-2

5
-3

7
月

6
・

8
日

毎
日

新
聞

1
7

山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要
■

妨
害

と
の

闘
い

（
1
）

行
政

か
ら

の
破

産
強

要

6
/
9

「
山

梨
勤

医
協

問
題

検
討

委
員

会
」

が
「

破
産

を
指

導
す

べ
し

」
と

県
知

事
に

答
申

理
由

①
返

済
の

保
障

が
な

い
②

債
権

者
の

同
意

は
疑

問
③

乱
診

乱
療

を
招

く

協
会

・
労

組
・

債
権

者
同

盟
・

患
者

会
等

抗
議

集
会

、
記

者
会

見
、

抗
議

の
申

し
入

れ
等

で
一

斉
に

反
撃

6
/
2
9

「
破

産
だ

け
で

な
く

、
和

議
で

も
良

い
、

法
的

手
続

き
を

」
の

知
事

指
導

地
裁

へ
の

和
議

法
に

よ
る

再
建

（
現

民
事

再
生

法
）

申
し

立
て

準
備

を
本

格
化

9
/
1
6

和
議

申
し

立
て

1
8

山
梨

勤
医

協
の

現
況

と
歴

史
資

料
6
-1

1
9

山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要
■

妨
害

と
の

闘
い

（
2
）

「
健

文
の

債
権

者
」

を
名

乗
る

右
翼

・
同

和
会

の
乱

入

2
0

9
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山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要
■

妨
害

と
の

闘
い

（
3
）

県
警

の
和

議
つ

ぶ
し

（
8
3
年

）

債
権

者
、

退
職

職
員

を
連

日
訪

問
、

「
破

産
さ

せ
れ

ば
半

分
戻

る
」

「
S元

専
務

が
憎

い
で

し
ょ

う
、

憎
け

れ
ば

勤
医

協
を

告
訴

し
な

さ
い

」

3
0
0
枚

の
調

書
、

反
撃

ビ
ラ

債
権

者
に

よ
る

「
勤

医
協

再
建

支
持

・
和

議
促

進
署

名
8
0
0
0
筆

」

「
再

建
支

持
・

和
議

促
進

1
0
万

人
署

名
」

（
2
ヵ

月
半

で
1
0
4
,1

2
2
人

）
で

反
撃

1
2
/
2
4

凍
て

つ
く

中
、

和
議

促
進

県
民

集
会

に
1
,7

0
0
人

が
参

加

患
者

会
代

表

「
共

立
病

院
は

命
の

綱
、

職
員

は
血

の
に

じ
む

努
力

を
し

て
い

る
」

「
そ

れ
に

つ
け

て
も

警
察

の
和

議
妨

害
は

嘆
か

わ
し

い
」

2
1

山
梨

勤
医

協
の

現
況

と
歴

史
資

料
7
-1

2
2

山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要

■
困

窮
者

、
高

齢
者

対
策

医
師

団
基

金
創

設
、

3
,7

0
0
万

円
。

代
位

弁
済

1
6
0
人

に
3
,0

0
0
万

円

し
か

し
協

力
債

々
権

者
の

中
に

は
、

日
々

の
暮

ら
し

に
難

儀
す

る
生

活
困

窮
者

や
、
⾧

く
は

待
て

な
い

高
齢

者
も

多
数

お
ら

れ
、

職
員

自
身

も
生

活
の

破
綻

に
瀕

す
る

者
も

あ
り

、
深

刻
な

事
態

が
生

ま
れ

て
い

ま
す

。
私

達
は

、
こ

の
人

達
を

援
助

し
、

救
済

す
る

こ
と

な
し

に
は
⾧

い
再

建
の

道
の

り
は

さ
ら

に
困

難
に

な
る

と
考

え
、

こ
こ

に
勤

医
協

再
建

特
別

基
金

を
全

医
師

の
総

意
を

も
っ

て
設

立
す

る
に

至
り

ま
し

た
。

2
3

山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要
■

全
国

か
ら

殺
到

し
た

支
援

タ
ー

ニ
ン

グ
ポ

イ
ン

ト
は

5
/
8

臨
時

評
議

員
会

激
励

、
人

的
支

援
の

殺
到

・
カ

ン
パ

か
ら

夏
1
万

円
の

激
励

金

・
暮

れ
は

再
建

カ
ン

パ
2
億

円
を

1
人

1
5
万

2
千

円
づ

つ
支

給

・
人

的
支

援
延

べ
2
0
0
0
人

・
和

議
成

立
を

よ
り

確
実

に
す

る
た

め
1
4
億

の
連

帯
保

証

・
1
.5

億
円

の
貸

付
で

1
年

目
1
％

繰
り

上
げ

返
済

を
実

施

2
4

10
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山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要
■

甲
府

地
裁

へ
和

議
申

請
（

9
/
9
）

■
和

議
開

始
決

定
（

2
/
2
2
）

、
3
/
2
7
債

権
者

集
会

、
5
人

を
除

い
て

（
9
9
.9

％
）

同
意

、
4
/
1
1
地

裁
認

可

和
議

条
件

利
息

免
除

元
金

1
5
年

返
済

（
た

だ
し

最
初

の
1
0
年

で
5
割

、
あ

と
の

5
年

で
5
割

）

返
済

:
和

議
債

務
1
4
1
億

円
＋

金
融

機
関

4
9
億

円
計

1
9
0
億

円

財
源

:
医

療
で

の
利

益
1
4
7
億

円
＋

資
産

処
分

・
回

収
4
7
億

円
計

1
9
4
億

円

和
議

法
廷

「
計

画
は

可
能

か
、

民
医

連
に

は
財

産
が

あ
る

の
か

」
と

問
わ

れ
、

整
理

委
員

弁
護

士
の

発
言

・
「

勤
医

協
役

職
員

は
医

療
に

対
し

て
崇

高
な

使
命

感
と

、
努

力
を

あ
ら

ゆ
る

面
で

傾
注

し
て

い
る

」

・
「

債
権

者
に

対
し

ど
ん

な
犠

牲
を

払
っ

て
も

、
医

療
を

続
け

る
こ

と
で

返
済

し
て

い
く

決
意

が
非

常
に

固
い

」

・
「

民
医

連
は

財
産

や
金

は
な

い
」

・
「

し
か

し
億

と
い

う
カ

ン
パ

、
2
,0

0
0
人

を
超

え
る

人
的

支
援

は
実

力
と

熱
意

が
無

け
れ

ば
で

き
な

い
」

・
「

民
医

連
は

戦
前

か
ら

あ
る

団
体

で
、

約
束

し
た

以
上

は
実

行
す

る
意

思
と

能
力

を
兼

ね
備

え
て

い
る

」

（
鑑

定
人

の
結

論
を

言
い

換
え

て
紹

介
）

「
困

難
で

は
あ

る
が

可
能

で
あ

る
」

こ
の

1
年

で
6
次

の
債

権
者

訪
問

（
1
4
年

間
で

2
0
次

の
訪

問
）

2
5

山
梨

勤
医

協
の

倒
産

の
概

要

■
和

議
成

立
、

返
済

開
始

後
も

続
く

警
察

の
不

当
捜

査
（

8
4
年

）

医
療

の
混

乱
・

職
員

の
動

揺
・

再
建

の
挫

折
を

狙
っ

た
弾

圧
に

対
し

て

「
勤

医
協

再
建

支
援

・
山

梨
県

警
の

不
当

弾
圧

を
許

さ
な

い
県

民
連

絡
会

」
結

成

ビ
ラ

ま
き

、
抗

議
行

動
・

決
起

集
会

再
度

の
1
0
万

人
署

名
で

反
撃

3
月

に
は

1
0
0
,9

7
6
筆

2
6

山
梨

勤
医

協
の

現
況

と
歴

史
資

料
7
-2

84
年

9
月

2
7

本
格

的
な

再
建

の
歩

み
■

倒
産

の
真

の
原

因
と

教
訓

の
解

明

（
1
）

全
般

的
背

景

個
人

任
せ

だ
っ

た
経

営
と

財
務

、
不

動
産

取
得

急
速

な
発

展
の

実
績

に
よ

る
専

務
へ

の
全

国
的

名
声

が
、

弱
か

っ
た

組
織

運
営

の
原

則
を

さ
ら

に
崩

壊

（
2
）

医
師

委
員

会
の

総
括

（
8
3
.9

.1
0
）

①
経

営
に

つ
い

て
の

考
え

方
の

誤
り

と
弱

点

医
師

は
医

療
活

動
、

経
営

は
経

営
幹

部
→

分
担

主
義

、
持

ち
場

主
義

医
療

以
外

へ
の

大
規

模
投

資
の

放
置

②
医

療
目

標
の

矮
小

化

専
門

研
修

の
獲

得
を

目
的

と
し

た
分

担
が

恒
常

的
体

制

勤
医

協
全

体
の

医
療

目
標

、
民

医
連

と
し

て
の

医
療

民
主

化
の

課
題

と
分

離

専
門

性
、

技
術

の
範

囲
に

医
療

目
標

が
矮

小
化

③
医

師
集

団
自

身
の

民
主

主
義

の
欠

如

多
世

代
化

、
専

門
分

化
の

中
で

医
師

集
団

全
体

の
不

団
結

→
診

療
所

問
題

、
健

診
問

題
に

弱
点

が
表

出

2
8

11
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本
格

的
な

再
建

の
歩

み
■

整
理

委
員

・
鑑

定
人

の
意

見

①
整

理
委

員
＝

地
裁

任
命

の
弁

護
士

２
人

「
申

立
人

は
医

療
に

関
し

て
熱

意
が

あ
り

、
そ

の
充

実
に

は
急

で
あ

る
が

、

こ
れ

を
支

え
維

持
す

る
経

営
組

織
、

経
営

収
支

に
関

す
る

配
慮

が
全

般
的

に

欠
如

し
て

い
た

、
こ

れ
が

倒
産

に
い

た
る

要
因

②
鑑

定
人

＝
地

裁
任

命
の

会
計

士
6
人

「
ト

ッ
プ

・
ミ

ド
ル

層
の

経
営

者
・

管
理

者
が

適
切

に
働

い
て

い
れ

ば
和

議

申
し

立
て

に
い

た
る

こ
と

は
な

く
、

医
業

収
益

の
低

下
、

財
務

体
質

悪
化

の

要
因

は
一

人
旧

理
事
⾧

代
行

に
あ

る
の

で
は

な
く

、
法

人
自

体
の

体
質

と
し

て

深
く

根
付

い
て

い
る

こ
と

を
、

原
価

意
識

を
も

っ
て

分
析

・
究

明
し

、
収

益
性

と
財

務
体

質
の

向
上

に
組

織
的

に
対

応
す

る
こ

と
が

不
可

欠
。

2
9

本
格

的
な

再
建

の
歩

み
■

「
倒

産
に

至
っ

た
山

梨
勤

医
協

の
自

己
点

検
と

主
要

な
改

善
点

」
（

8
4
.3

）

・
急

速
な

拡
大

（
職

員
７

0
年

2
2
4
人

→
7
6
年

7
5
0
人

）
に

対
応

で
き

な
い

経
営

管
理

の
不

備
、

ズ
サ

ン
さ

が
、

経
営

体
質

悪
化

の
真

の
原

因
。

理
事

会
年

４
回

、
常

務
理

事
会

月
１

回
、

委
託

会
計

士
の

未
設

置

・
良

い
医

療
は

収
支

採
算

が
合

わ
な

い
。

他
事

業
で

も
う

け
る

（
ト

ッ
プ

の
偏

向
）

・
医

療
現

場
の

偏
向

、
ユ

ー
ト

ピ
ア

医
療

、
人

員
増

、
闘

う
医

療
の

放
棄

、

与
え

る
医

療
、

共
同

組
織

の
軽

視

・
旧

理
事

会
、

経
営

幹
部

の
不

良
な

組
織

体
質

院
所

、
職

員
を

信
頼

し
な

い
、

依
拠

し
な

い
。

一
部

幹
部

へ
の

盲
目

的
な

信
頼

。

気
ま

ま
な

不
団

結
、

緊
張

し
た

民
主

主
義

の
欠

如
。

階
級

的
立

場
の

放
棄

。

3
0

本
格

的
な

再
建

の
歩

み
■

改
善

を
目

指
し

て
き

た
も

の

（
1
）

真
の

原
因

の
認

識
、

医
療

経
営

観
の

切
替

や
り

た
い

医
療

と
や

れ
る

医
療

の
峻

別
、

闘
う

医
療

へ

（
2
）

経
営

と
管

理
体

制
の

整
備

と
経

営
体

質
の

改
善

監
事

監
査

規
定

、
経

理
規

定
、

決
済

規
定

薬
事

委
員

会
規

定
、

定
期

異
動

制
度

な
ど

の
整

備
、

（
ル

ー
ル

明
確

化
）

（
3
）

ラ
イ

ン
と

ス
タ

ッ
フ

の
確

立

院
所

、
職

場
に

依
拠

（
権

限
委

譲
）

、
全

職
員

で
作

る
方

針
と

予
算

（
4
）

働
く

者
の

立
場

、
階

級
的

観
点

を
鮮

明
に

方
針

へ
の

団
結

、
民

医
連

方
針

へ
の

全
面

的
結

集
、

教
育

の
重

視

（
5
）

互
助

会
の

再
建

か
ら

友
の

会
へ

の
脱

皮
と

強
化

3
1

本
格

的
な

再
建

の
歩

み
■

全
日

本
民

医
連

と
し

て
の

改
善

①
県

連
機

能
の

強
化

②
民

医
連

統
一

会
計

基
準

の
作

成

発
生

主
義

の
徹

底
、

要
対

策
項

目
と

対
策

基
準

の
設

定

③
大

衆
債

の
位

置
づ

け
の

抜
本

的
な

変
更

「
修

正
自

己
資

本
」

か
ら

「
負

債
」

へ
、

募
集

基
準

の
厳

密
化

④
協

同
組

織
の

位
置

づ
け

の
強

化

民
医

連
運

動
に

必
要

不
可

欠
な

協
同

組
織

な
く

し
て

民
医

連
は

存
在

し
な

い

職
員

と
協

同
組

織
が

一
体

と
な

っ
て

の
運

動
が

要
求

を
実

現
す

る
カ

ギ

⑤
弁

護
士

、
会

計
士

な
ど

の
か

か
わ

り
を

抜
本

的
に

強
化

経
験

主
義

か
ら

の
脱

却
、

科
学

性
の

担
保

3
2
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0
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本
格

的
な

再
建

の
歩

み

■
再

建
の

到
達

・
財

務
面

総
負

債
2
3
0
億

円
→

9
9
億

円

自
己

資
本

△
1
3
0
億

→
＋

3
4
億

（
2
0
0
0
年

8
月

末
）

（
2
4
年

度
末

2
3
億

円
1
7
％

）

・
収

支

1
5
年

間
で

経
常

利
益

1
2
6
億

１
～

5
年

=
5
6
億

、
6
～

1
0
年

=
4
5
億

(1
0
年

で
1
0
1
億

)1
1
～

1
5
年

=
2
5
億

)

・
職

員
数

8
3
年

4
月

9
3
0
人

8
5
年

3
月

7
6
9
人

（
△

1
6
1
人

）
9
6
年

3
月

9
1
3
人

・
医

師
数

（
実

質
）

8
3
年

3
月

7
5
人

8
9
年

4
6
人

（
最

少
時

）

・
1
年

繰
り

上
げ

返
済

と
新

セ
ン

タ
ー

病
院

の
建

設
。

真
の

再
建

完
了

と
位

置
づ

け

9
8
年

4
月

完
済

を
9
7
年

4
月

に
繰

り
上

げ

甲
府

共
立

病
院

本
体

の
建

て
替

え
（

9
9
.4

着
工

、
0
2
.7

全
面

オ
ー

プ
ン

）
3
3

経
営

指
標

年
度

事
業

収
益

経
常

利
益

同
和

議
計

画
利

益
率

1
9
8
3

6
,9

0
4

8
8
6

9
8
8

1
2
.8

%

1
9
8
4

7
,2

5
3

1
,3

0
5

1
,0

0
4

1
8
.0

%

1
9
8
5

7
,5

8
2

1
,1

4
4

8
4
6

1
5
.1

%

1
9
8
6

7
,5

0
5

1
,2

1
4

8
8
6

1
6
.2

%

1
9
8
7

7
,5

2
5

1
,0

5
9

8
3
6

1
4
.1

%

5
年

小
計

3
6
,7

6
9

5
,6

0
8

4
,5

6
0

1
5
.3

%

1
9
8
8

7
,8

1
2

1
,0

6
0

9
0
3

1
3
.6

%

1
9
8
9

7
,9

4
4

8
9
6

9
2
2

1
1
.3

%

1
9
9
0

8
,5

4
7

9
6
0

9
3
8

1
1
.2

%

1
9
9
1

9
,0

0
0

7
1
0

9
7
5

7
.9

%

1
9
9
2

9
,7

9
4

8
3
1

1
,0

0
5

8
.5

%

5
年

小
計

4
3
,0

9
7

4
,4

5
7

4
,7

4
3

1
0
.3

%

1
0
年

計
7
9
,8

6
6

1
0
,0

6
5

9
,3

0
3

1
2
.6

%

1
9
9
3

1
0
,2

2
6

6
6
7

1
,0

4
3

6
.5

%

1
9
9
4

1
0
,7

0
2

6
6
6

1
,0

6
5

6
.2

%

1
9
9
5

1
0
,8

6
5

2
6
2

1
,0

8
4

2
.4

%

1
9
9
6

1
1
,2

9
9

5
0
0

1
,0

9
2

4
.4

%

1
9
9
7

1
1
,2

7
8

4
4
7

1
,1

0
8

4
.0

%

5
年

小
計

5
4
,3

7
0

2
,5

4
2

5
,3

9
2

4
.7

%

1
5
年

計
1
3
4
,2

3
6

1
2
,6

0
7

1
4
,6

9
5

9
.4

%

1
9
9
8

1
0
,4

1
8

3
7
3

—
3
.6

%

1
9
9
9

1
0
,8

1
4

5
0
8

—
4
.7

%

2
0
0
0

1
0
,8

7
9

3
4
6

—
3
.2

%

2
0
0
1

1
1
,4

2
7

3
5
4

—
3
.1

%

2
0
0
2

1
1
,6

0
0

1
4
7

—
1
.3

%

2
0
0
3

1
1
,7

4
5

△
 1

5
6

—
△

 1
.4

%

2
0
0
4

1
2
,3

5
1

2
7
0

—
2
.2

%

2
0
0
5

1
1
,9

8
0

5
8

—
0
.5

%

2
0
0
6

1
1
,7

4
0

1
1
5

—
1
.0

%

2
0
0
7

1
1
,6

3
5

5
3

—
0
.5

%

2
0
0
8

1
1
,0

7
1

2
4
5

—
2
.2

%

2
0
0
9

1
2
,2

8
3

2
9
6

—
2
.4

%

2
0
1
0
(仮

)
1
2
,7

7
2

4
0
1

—
3
.1

%

事
業

収
益

・
経

常
利

益
の

2
8
年

間
推

移
(単

位
:

百
万

)

8
4
5

9
1
2

8
4
0

7
6
9

7
8
9

7
9
4

8
0
9

8
4
3

8
7
8

9
1
3

9
1
1

7
0
0

7
5
0

8
0
0

8
5
0

9
0
0

9
5
0

8
0

8
2

8
3

8
5

8
7

8
9

9
1

9
3

9
5

9
7

9
9

職
員

数
(人

数
)

(年
度

)

2
9
9

3
0
2

3
7
4

4
9
5

5
0
0

5
0
6

5
2
2

5
4
4

5
4
2

5
7
0

5
9
2

3
7
9

4
0
9

4
2
9

4
3
4

4
7
3

4
9
8

5
3
0

5
5
3

5
7
4

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

5
5
0

6
0
0

6
5
0

8
0

8
2

8
3

8
5

8
7

8
9

9
1

9
3

9
5

9
7

9
9

付
加

価
値

高

山
梨

民
医

連
A
法

人

(千
円

)

(年
度

)

3
4

＋
1
0
.5

億

△
2
.9

億
＋

7
.6

億

△
2
8
.5

億
△

2
0
.9

億

経
営

指
標

年
度

事
業

収
益

人
件

費
材

料
費

経
費

経
常

利
益

1
9

9
6

1
0

0
.0

1
0
1

.3
9
7

.9
1
0

1
.7

1
0

3
.9

1
9

9
7

9
7
.3

9
9

.3
9
3

.6
9

6
.5

1
2

1
.0

1
9

9
8

9
8
.1

9
9

.5
9
1

.8
9

9
.8

1
1

6
.2

1
9

9
9

1
0

0
.1

1
0
0

.4
9
7

.9
1
0

0
.9

1
2

2
.7

2
0

0
0

1
0

0
.7

1
0
2

.1
9
7

.9
1
0

1
.6

1
2

0
.7

2
0

0
1

1
0

2
.4

1
0
3

.2
1

0
3

.4
1
0

5
.7

1
0

0
.3

2
0

0
2

9
8
.4

1
0
0

.8
1

0
0

.1
9

2
.4

8
4

.7

2
0

0
6

1
0

0
.9

9
8

.2
1

0
3

.7
9

6
.7

6
0

.4

2
0

0
7

9
7
.9

9
9

.9
9
7

.2
9

5
.7

4
4

.6

2
0

0
8

1
0

0
.4

9
8

.2
1

0
0

.9
1
0

3
.9

2
4

1
.5

2
0

0
9

1
0

0
.3

1
0
0

.9
9
8

.1
9

6
.2

1
4

7
.8

2
0

1
0
(仮

)
1

0
1
.3

1
0
3

.2
1

0
0

.0
9

8
.9

9
7

.5

年
度

別
科

目
別

、
年

度
予

算
達

成
率

（
％

）

年
度

工
事

等
金

額

1
9
9

7
ま

す
ほ

診
 

開
設

1
1
0

1
9
9

8
駅

前
診

・
歯

科
C

 
建

設
8
0
0

2
0
0

1
巨

摩
共

立
 

増
築

4
0
4

2
0
0

2
甲

府
共

立
 

建
替

4
,4

5
7

2
0
0

2
巨

摩
共

立
 

耐
震

・
改

修
3
9
8

2
0
0

3
巨

摩
歯

科
 

新
築

1
5
4

2
0
0

3
石

和
共

立
 

増
改

築
1
7
3

2
0
0

5
甲

府
診

 
新

築
7
2
4

小
計

7
,2

2
0

2
0
0

7
巨

摩
共

立
 

改
修

7
5

2
0
0

8
甲

府
土

地
 

取
得

3
3
1

2
0
0

8
御

坂
歯

科
診

 
新

築
7
6

2
0
0

8
巨

摩
・

石
和

 
改

修
1
1
4

2
0
1

0
石

和
共

立
 

耐
震

工
事

6
0

2
0
1

0
甲

府
立

体
駐

車
場

 
建

設
5
0
7

小
計

1
,1

6
3

主
な

投
資

単
位

:
百

万 3
5

な
ぜ

再
建

で
き

た
か

再
建

闘
争

の
ま

と
め

に
か

え
て

■
「

な
ぜ

再
建

で
き

た
か

」
と

問
わ

れ
と

っ
さ

に
で

て
き

た
言

葉

・
「

地
域

に
と

っ
て

、
無

く
て

は
な

ら
な

い
、

必
要

不
可

欠
な

存
在

だ
っ

た
か

ら
」

・
「

創
立

以
来

一
貫

し
て

、
庶

民
の

医
療

要
求

に
全

力
で

応
え

、
そ

の
充

実
の

た
め

に
、

住
民

と
と

も
に

闘
っ

て
き

た
山

梨
勤

医
協

の
歴

史
が

あ
っ

た
。

こ
れ

が
多

く

の
ご

支
援

と
協

力
を

い
た

だ
け

た
大

き
な

理
由

で
あ

り
・

・
（

自
己

点
検

よ
り

）

（
「

腐
っ

て
も

鯛
」

と
言

わ
れ

た
）

3
6
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な
ぜ

再
建

で
き

た
か

再
建

闘
争

の
ま

と
め

に
か

え
て

■
3
つ

の
ス

ロ
ー

ガ
ン

→
誰

の
た

め
何

の
た

め
の

再
建

な
の

か
が

鮮
明

・
「

元
金

だ
け

で
、

か
つ
⾧

期
間

か
か

る
が

全
額

返
す

」
と

言
い

切
っ

た
こ

と

・
厳

し
い

非
難

と
批

判
が

渦
巻

く
中

で
も

地
域

の
合

意
を

作
り

上
げ

る
力

と
な

っ
た

・
山

梨
か

ら
民

医
連

の
消

滅
を

企
図

し
た

巨
大

な
力

を
跳

ね
返

す
力

と
な

っ
た

（
全

額
返

済
に

こ
だ

わ
っ

た
こ

と
で

生
ま

れ
た

知
恵

と
執

念
）

・
民

医
連

の
連

帯
と

共
感

を
呼

び
お

こ
す

力

・
8
4
年

仙
台

総
会

で
は

「
山

梨
の

再
建

を
支

援
し

よ
う

」
の

章
の

削
除

を
求

め
る

声
も

（
代

議
員

5
9
6
の

う
ち

、
保

留
8
9

反
対

2
賛

成
5
0
5
）

3
7

な
ぜ

再
建

で
き

た
か

再
建

闘
争

の
ま

と
め

に
か

え
て

■
倒

産
と

再
建

の
中

で
必

死
に

つ
か

ん
だ

民
医

連
の

使
命

と
存

在
意

義

「
⾧

年
の

闘
い

で
前

進
さ

せ
て

き
た

日
本

の
医

療
保

障
制

度
、

そ
れ

で
い

て
、

い
ま

だ
先

進
国

の
中

で
自

己
負

担
率

最
大

な
ど

制
約

の
大

き
い

医
療

制
度

。

そ
れ

を
『

生
き

る
権

利
』

と
し

て
保

障
さ

せ
る

改
良

の
運

動
」

、

同
時

に
抜

本
的

な
解

決
の

方
向

を
指

し
示

す
歴

史
的

変
革

運
動

の
一

環
。

■
継

続
で

き
た

の
は

民
主

主
義

の
力

（
全

員
で

作
る

方
針

と
予

算
は

そ
の

一
例

）

■
民

医
連

の
方

針
に

共
感

を
持

っ
た

自
前

の
医

師
集

団
の

存
在

民
医

連
の

医
師

は
日

本
国

民
の

宝

医
師

の
や

り
が

い
、

働
き

甲
斐

と
社

会
進

歩
と

の
一

致
に

つ
い

て
語

り
合

う
こ

と
が

で
き

た

共
立

高
看

が
存

在
し

、
維

持
継

続
で

き
た

こ
と

（
県

は
「

不
採

算
だ

か
ら

廃
止

を
」

）

■
技

術
的

な
面

か
ら

は
、
⾧

期
再

建
計

画
（

１
５

年
収

支
計

画
、

資
金

計
画

）
の

存
在

さ
ら

に
１

次
２

次
の
⾧

期
計

画
を

大
衆

的
討

議
で

作
成

し
補

強
し

た
こ

と
。

3
8

管
理

と
運

営
に

つ
い

て
、

経
験

か
ら

大
事

に
し

た
こ

と
（

参
考

）
■

ト
ッ

プ
の

団
結

、
緊

張
し

た
民

主
主

義
が

大
事

課
題

か
ら

逃
げ

な
い

、
組

織
の

上
に

個
人

を
お

か
な

い

「
み

ん
な

の
責

任
は

誰
の

責
任

で
も

な
い

」
を

絶
対

に
許

さ
な

い

■
事

務
幹

部
の

任
務

民
医

連
方

針
の

要
諦

を
理

解

情
勢

変
化

に
合

わ
せ

、
法

人
・

院
所

の
重

点
目

標
を

理
事
⾧

（
院

所
⾧

）
と

と
も

に
提

起

民
医

連
方

針
へ

の
結

集
、

全
国

に
学

ぶ
姿

勢
が

不
可

欠

■
自

分
が

納
得

（
そ

の
た

め
の

努
力

）
す

る
こ

と
。

自
分

が
納

得
せ

ず
他

人
を

説
得

で
き

な
い

例
え

ば
「

利
益

は
な

ぜ
絶

対
に

必
要

な
の

か
、

い
く

ら
必

要
な

の
か

」
な

ど

3
9

管
理

と
運

営
に

つ
い

て
、

経
験

か
ら

大
事

に
し

た
こ

と
（

参
考

）
■

適
切

な
権

限
の

委
譲

と
任

務
分

担
で

責
任

と
使

命
を

自
覚

主
体

的
に

参
加

す
る

職
責

者
集

団
を

作
る

個
人

総
括

・
職

場
総

括
に

注
意

を
払

い
、

現
場

に
潜

む
疑

問
や

意
欲

を
探

し
大

事
に

す
る

■
幹

部
（

特
に

事
務

幹
部

）
は

無
能

力
で

あ
る

こ
と

を
肝

に
銘

じ
る

何
の

た
め

、
な

ぜ
、

何
を

目
標

に
や

る
の

か
を

仲
間

の
皆

に
分

か
っ

て
も

ら
い

、

考
え

、
工

夫
し

て
も

ら
わ

な
け

れ
ば

解
決

で
き

る
こ

と
は

何
ひ

と
つ

な
い

（
や

っ
て

も
ら

う
の

が
仕

事
、

全
員

参
加

を
組

織
す

る
た

め
に

）

■
ど

う
や

る
か

よ
り

な
ぜ

や
る

か
に

全
力

（
変

化
を

好
ま

な
い

の
が

普
通

）

な
ぜ

や
る

か
が

分
か

れ
ば

激
変

す
る

ど
う

や
る

か
は

職
場

の
方

が
知

恵
は

上

■
困

っ
た

時
に

は
根

本
に

戻
っ

て
議

論
（

和
議

成
立

直
後

の
御

坂
町

議
選

挙
の

例
）

4
0
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2
0
2
6
/1

/8 1
1

管
理

と
運

営
に

つ
い

て
、

経
験

か
ら

大
事

に
し

た
こ

と
（

参
考

）
■

医
師

に
寄

り
添

う
、

訊
か

れ
た

こ
と

は
必

ず
検

討
し

返
事

（
駄

目
な

ら
だ

め
、

調
べ

た
が

分
か

ら
な

い
こ

と
は

分
か

ら
な

い
と

）

■
1
0
0
人

い
れ

ば
1
0
0
種

類
の

「
常

識
」

が
あ

る

う
ま

く
い

か
な

い
こ

と
が

当
た

り
前

と
自

分
に

言
い

聞
か

す

■
ベ

ス
ト

に
こ

だ
わ

ら
ず

ベ
タ

ー
で

や
っ

て
み

る

予
想

外
の

結
果

は
多

い
。

結
果

を
見

て
ま

た
討

議
す

れ
ば

よ
い

。

（
空

中
戦

は
避

け
る

、
皆

う
ん

ざ
り

し
て

聞
い

て
い

る
）

■
大

事
な

こ
と

は
民

医
連

運
動

広
く

は
社

会
改

善
、

歴
史

の
進

歩
へ

の
大

局
的

楽
観

性
（

人
も

社
会

も
変

わ
り

う
る

）

4
1

4
2

ご
清

聴
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た
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学習ブッ ク レ ッ ト 　 民医連の綱領と 歴史（ 2019） よ り
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香焼民主診療所における 

プライマリ・ケア看護のまとめ 
～プライマリ・ケア看護師に認定されました！～ 

 

発表者：土屋由紀子 

共同発表者：看護師一同  

事業所：香焼民主診療所 

部門：外来看護  

    

Ⅰ、はじめに 

香焼民主診療所では、所長をはじめとする全職

員が一丸となりプライマリ・ケアを実践している。

プライマリ・ケアの充実には、看護師の役割拡大

と技能強化が欠かせない。 

この領域の専門性を高めるため、認定制度を活

用した研修を受け、プライマリ・ケア看護師の認

定を取得した。事例報告では、実践した看護を文

献や論文に基づいて深く考察し、プライマリ・ケ

ア看護師の役割を強く認識することができた。今

回報告した 5事例を紹介する。 

 

Ⅱ、プライマリ・ケア看護師とは 

プライマリ・ケア看護師とは、健康の維持・増

進から疾病管理、看取りまでを包括的に支援する

看護師である。具体的な役割は、健康相談、慢性

疾患管理、在宅支援、地域連携など多岐にわたり、

患者とその家族がよりよい生活を送れるように

多職種と連携しながら包括的に支援する。 

日本プライマリ・ケア連合学会が認定する「学

会認定プライマリ・ケア看護師」は、所定の研修

に加え、5 事例報告書を作成・提出して審査に合

格すると認定される。本制度は 2019 年に開始し、

2024 年時点での取得者は全国で 120 名、九州で

は数名のみである。 

【必須】（3 事例） 

トリアージ、家族志向のケア、慢性疾患管理 

【選択】（この中から 2 事例） 

在宅ケア、虚弱高齢者ケア、小児ケア、緩和ケア 

地域ケア、災害支援、ヘルスプロモーション 

アドバンスケアプランニング、組織マネジメント 

保育園/幼稚園/学校への関わり、倫理問題への関

わりなど 

 

Ⅲ、事例紹介 

1）トリアージ 

【事例】A氏、70 歳代、男性【傷病名】パーキン

ソン病（YahrⅡ度）、前立腺肥大 

【経過】パーキンソン病は自律神経障害を伴うた

め血圧変動が強くなり、失神などの症状を呈する

ことがあり、A氏はこれまでに何回も失神を経験

していた。1 ヶ月前の 2024 年 10 月 10 日も当診

療所へ通院中のバス車内で失神し、救急隊や警察

が介入する事態になったばかりであった。11 月

11 日、三女と来院し、待合室で着座していたとこ

ろ意識レベル低下が認められたため急変時対応

を開始した。この際、臨床推論のプロセスと緊急

重症度指標（ESI）を用いてトリアージを実施し

た。適切なトリアージを導くためには、臨床推論

のプロセスを経ることが重要である。診療所では

患者が来院された時点でトリアージが始まって

いる。この事例では、A 氏の既往歴を把握してい

たため、再度失神するかもしれないと推測してい

た。そのため、臨床推論サイクルを活用し速やか

にアセスメントできた。 

診療所の人的、物資的資源は不十分であるが、

可能な限りの資源を活用しトリアージを実践し

ている。A 氏への対応としても情報を整理し、他

の看護師に指示を出し、それぞれが役割を全うで

きるよう努めることができた。A氏はバスでの通

院が負担となっているため、今後は訪問診療への

移行を提案し了承された。本症例の振り返りを行

っている最中に、他の通所リハビリテーション利

用者が意識消失する事例も発生したため、「急変

時対応マニュアル」を作成した。他職員へ教育す

る役割があると認識し、診療所内で 1 年に 1 回

BLS 講習を企画し、全職員が参加している。今後

も診療所全体でトリアージトレーニングを継続

していきたい。 

 

2）家族志向のケア 

【事例】B 氏、100 歳代、女性、三男と 2 人暮

らし、要介護 5 

【経過】 家族志向のケアにおいて、家族図（ジ

ェノグラム）は極めて有効なツールとなる。これ

を用いて家族の関係性を視覚的に把握し、家族全

体を 1 つのケアユニットとして捉える。 

本事例では、超高齢の寝たきり患者である B氏

を支える三男の体調や家族関係の変化を、数年に
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わたり長期的に追跡・確認した。その上で、家族

カンファレンスを定期的に開催し、関係者全員が

納得できるケアの方針を策定した。意思決定支援

においては、一度の決定で終わらせず、時間を置

いて再び意思を再確認するプロセスを重視した。

家族の体調や状況の変化に適時介入し、今後の方

針について改めて確認することで、持続可能で質

の高いケアを実現した。 

 

3）慢性疾患管理 

【事例】C氏、40 歳代、男性、独居 

【傷病名】2型糖尿病【職業】コンビニエンスト 

ア店員、夜勤週 2回あり 

【傷病名】2 型糖尿病の治療は、薬物治療だけで 

なく、患者自身が病態を理解し、適切な食事療法 

と運動療法を実践できるよう指導することが重 

要である。特に就労期における治療中断者は、将 

来的な糖尿病合併症の発症が懸念されることか 

ら、受診を促し治療を継続させる必要がある。 

本事例では、治療中断後も関わりを持ち続け、

1 年 10 ヶ月ぶりに受診した患者に対し、食事・

運動療法の指導と自己管理支援を実施した。 

 

4）在宅ケア 

【事例】D氏、80 歳代、女性、長女と 2人暮らし 

【傷病名】認知症、不安神経症 

【経過】在宅医療では、疾患だけでなく、身体機

能や認知機能、抑うつなどの精神機能、生活状況

を総合的に把握する必要がある。 

本事例では、通院困難となり生活状況が破綻し

た認知症患者と家族への支援として、多職種と連

携し社会資源を積極的に活用することで、療養環

境を整備・支援した。 

 

5）虚弱高齢者ケア 

【事例】E氏、70 歳代、女性、独居【傷病名】高

血圧、腰部脊椎管狭窄症、大腸癌術後 

【経過】何とか１人暮らしをしていたが、体重減少

と歩行能力の著しい低下をきたし、転倒を頻回に

繰り返すようになった。情報収集と各種検査の結

果、アルツハイマー型認知症と、それに伴う栄養

不良によるフレイルが原因であると診断された。 

本事例では、多職種と連携し、介護サービスの

利用を開始するとともに、家族へも介入し、適切

に生活環境を整えることができた。 

Ⅳ、考察 

報告で紹介した 5事例は、プライマリ・ケアを

実践する診療所において、看護師が疾患だけでな

く生活全体を看る重要な役割を担っていること

を示している。 

認定研修と深い事例考察を通じ、プライマリ・

ケア看護師には、限られた資源下でのリーダーシ

ップと、患者・家族の意思決定を支援し、生活の

継続性を確保するコーディネーターとしての専

門性が不可欠であることを再確認した。 

今後も、得られた専門知識と役割認識を、個人

の実践にとどめることなく、急変時対応マニュア

ルの作成や BLS 講習の企画といった組織的な質

改善活動に継続的に還元していく。地域住民の健

康と生活の維持・向上に貢献するため、質の高い

プライマリ・ケア看護を追求し続ける。 

 

Ⅴ、おわりに 

今年度下半期は、事務長とリハビリ課長の交代

があり、新体制でのスタートとなった。今後も香

焼民主診療所らしい質の高いプライマリ・ケアを

展開していきたい。 
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：赤島友美  
：上戸町病院 
：外来看護 

 

2024 年、日本に暮らす外国人、外国人観光客

は、ともに過去最多を記録している。政府は外国

人労働者の受入れ、観光客の呼び込みともに推進

しており、今後更に国際化は進んでいく見通しだ。

それに伴い、医療機関を受診する外国人患者の増

加も見込まれる。しかし、2023 年の厚生労働省の

調査によると、医療機関の内 86.4％が外国人対

応マニュアルを作成していない状況だ 1)。 

過去に外国人患者の受診がなかったような地

方の医療機関でも受診者数は増加すると考えら

れており 2)、受入れ体制の構築は全国的に取り組

むべき課題だといえる。 

また A病院においては、待合室にプログレスプ

ライドフラッグを掲げ、性の多様性を尊重した医

療を推進している。これは、人種差別反対の意思

とも連携した旗である。外国人患者の受診は、微

増しているのみの実感ではあるが、取り組むべき

課題だと認識している。 

そこで今回、カルテの情報や受診した外国人の

事例を振り返り、外国人医療の現状と課題につい

て検討したので報告する。 

 

2025 年当県労働局が発表した外国人労働者数

は 11,096 人である。前年と比べ 28.1％増えてお

り、過去最多となっている。出身国はベトナムを

筆頭にインドネシアやフィリピンの順に主にア

ジア各地からの来日が目立っている 3)。 

 

 A 病院外来部門にて内容の確認を得た。インタ

ビューにおいては、自由回答とし、個人の特定は

できないことについて説明し、同意を得た。 

 

１． 電子カルテからの情報 
 電子カルテか外国人診療について検索を行い、
B氏についての情報収集を行った。 
２． 外国人患者へのインタビュー 
（事例紹介）C氏60歳代 フィリピン人 2011

年 高血圧にて、降圧剤の処方開始となったが、
その後、中断していた。 
2016 年仕事で来日 2018 年仕事中に膝を打撲

し、A病院整形外科を受診したことをきっかけに、
高血圧のことも気になり内科も受診した。その際、
降圧剤が再開され以後定期通院となった。2021
年に入院歴もある。C氏へ日本語でインタビュー
を行った。 
 

１.電子カルテからの情報（氏名管理と B 氏の情

報） 

電子カルテには、国籍情報を入力していないた

め、外国人患者だけを集計することはできなかっ

た。しかし、保険証を持っていない場合、アルフ

ァベット入力をしている。該当者の B氏について

診療録から情報収集を行った。そこでは、B 氏・

同伴者共に日本語、英語に疎い中、通訳者不在で

の診療の様子が記録されていた。タブレットやア

プリなどは利用せず、ジェスチャーと理解の範囲

内での会話で診療が行われていた。 

２．C 氏へのインタビューから 

C 氏が会話可能な言語は 3 つあり、タガログ語

→英語→日本語の順に会話能力は低下していく。

日本語では簡単な会話しかできず、筆談はできな

い。C氏に受診を中心に生活全般においての困り

ごとについて尋ねた。C 氏は、膝痛出現時に職場

の先輩に相談し、A病院を受診した。最初は先輩

や日本語ができるフィリピン人の知人が同行し

ていた。中断していた内科定期診察が軌道に乗っ

てからは一人で受診されている。現在、簡単な日

本語の会話で困ることはない、また、入院時や生

活全般においても、困ったことはなかったと話さ

れた。院内表示がわかるかの問いには、「慣れた

のでわかっているが、初めてだったら読めないの

でわからない」との返答だった。 

 

 A 病院は、外国人受診者数や患者層を把握でき

ていなかった。留意点や体制整備に向けた手段や

21



方法を検討するためにも、まずはこれらを把握す

ることが求められる。また、病院周辺の外国人と

外国人医療の状況を調べておく必要もある。今回

の情報収集では、外国人患者は多いとは言えない

状況だった。しかし勿論、外国人に対しても応召

義務は定められており、どの医療機関においても

外国人患者が安心して医療を受けられるよう対

応における実践能力の向上は不可欠である。 

B氏C氏ともに、医療アクセスの導入段階では、

知人の協力を得て来院していた。しかし、それは

善意に支えられた面がある。諸外国の施策をみて

みるとオーストラリアやイギリスでは医療通訳

を無料で利用できるサービスが予算化されてい

る。厚生労働省は、通訳のために同伴する知人等

の負担軽減や通訳ミスをなくすためにも対面も

しくは電話や遠隔での医療通訳の利用を推奨し

ている 4)。しかし、日本の現状では、医療通訳に

自己負担が発生するため、利用には困難が伴う。

また、通訳を利用する際のシステムは、認知度が

低い。受診の障壁を取り除くためにも今後医療機

関受診に関するコーディネートや通訳に関する

施策の充実が求められる。 

厚生労働省が作成している「外国人患者の受入

れのための医療機関向けマニュアル」を参考にし

ながら、病院独自に体制整備していくことも重要

だ。外国人が受付された時点で、通訳要否の判断、

会話集や多言語説明資料、機械翻訳、医療通訳な

どの使用について手順化しておく必要がある。B

氏に関しては、ジェスチャーと理解の範囲内の会

話での診療となっていた。厚生労働省ホームペー

ジには、医療の様々なシーンに活用できる外国人

向け多言語説明資料が一覧で掲載されている。問

診票などすぐに活用できるものも含まれている。

機械翻訳のためのタブレット等の準備も含めて、

来院時に活用できるよう手順化しておく必要が

ある。 

また、C 氏は簡単な日本語の会話は可能だが、

読み書きは困難だ。日本に住む外国人は約 8割が

C 氏のように簡単な日本語であれば会話できる

と言われている。言葉のレベルや文章の長さに配

慮しわかりやすくした日本語「やさしい日本語」

の普及は政府の方針にも盛り込まれており積極

的に推進していく施策の一つになっている。A病

院においても、研修などを通して、普段から使い

慣れておくことが大切だ。あわせて A病院の院内

表示は、「薬局」「会計」など日本語のみの表示だ。

わかりやすいサイン表示としてピクトグラムを

利用するなど「言葉の壁」を低くする工夫が必要

だ。掲示物や案内に関しても、UD フォント（年齢、

性別、障害に関わらず、誰もが読みやすく、見や

すいように設計された書体）を使い、漢字にはふ

りがなをつけるなど効果的な表示を心がけたい。

これらの会話や表示に配慮することは、外国人だ

けではなく、高齢者や子ども、聞こえや理解に不

安のある方など様々な方に有効であり、普及して

いきたいコミュニケーションだ。 

 

A 病院の外国人医療は、職員個人の裁量に任せ

た一時的な対応となっていることがわかった。ま

た行政においては、外国人を受入れる以上は、健

康権を損なわないような施策の拡充が求められ

る。 

今後の課題として、1）受診受け入れ状況の把

握 2）地域の外国人と外国人医療の状況の把握 3）

外国人医療の権利保障に向けた施策拡充に向け

た提言 4）病院独自のマニュアル整備 5）「やさし

い日本語」などのコミュニケーションスキル向上

6）わかりやすい文書・院内表示に向けた取り組

みを推進していく。 

 

昨今、外国人が社会保険や生活保護を乱用して

いるなどの誤情報も溢れている。差別や偏見の拡

大で病院に受診できないケースも懸念される。そ

のような情報の修正を促しながら、受診控えのな

いかかりやすい病院づくりを目指したい。 

 

1)厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室 
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令和５年度医療機関における外国人患者の受入

に係る実態調査について 

2)厚生労働省政策科学推進研究事業 外国人患

者の受入環境整備に関する研究 2018 

3)長崎労働局「長崎県における外国人雇用状況の

集計結果まとめ」2024 

4）厚生労働省政策科学推進研究事業「外国人患

者の受入環境整備に関する研究」研究班 外国人

患者の受入れのための医療機関向けマニュアル 

2018 
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ご利用者の健康を考えてデイサービスで 

取り組んだこと 

～レンジで簡単料理教室を始めて～ 
 

戸町ふくし村デイサービス 

          発表者：松永 さやか 

          共同研究者：草野 知美 

 

はじめに 

戸町ふくし村デイサービスのご利用者数８９名

のうち独居の方は２９名いる。自宅での食事は、

配食サービスやヘルパー、自炊等様々で「食事は

1 人だし、漬物や佃煮、総菜を買って済ませてい

る」「弁当が美味しくないけん、好きなものだけ食

べている」と言った方も多い。そのような一言を

きっかけにそれに対し、ふくし村デイとして何か

できる事ないかと考え、実践したことを報告する。 

取り組み 

どのようにしたら、充実した食事を摂れるよう

になるかを考え、短時間で負担もかからず、火

の心配もいらないレンジを使った簡単料理教室

を開催するようにした。 

開催するにあたり、 

１. 毎月どこかの週の月・火・水の３日間実施 

２. 毎月 1 品、１年で合計１２品 

３. 高齢者でも簡単に出来る１品 

４. 珍しい食材や調味料はなるべく使わず、でき

るだけ冷蔵庫内にあるもので作れること 

５. 旬の野菜などをメニューに取り入れ、少しで

も季節感を取り入れる 

６. ご利用者にどのようなメニューがよいかを尋

ねる 

以上のことを踏まえて、インターネットでメニ

ューを検索し、決めたメニューを事前にスタッ

フが調理し、注意点や珍しい食材の代替品を考

えご利用者用にメニューを作成した。 

また、より簡単に調理できるようレンジで使え

る耐熱容器を用いて実施している。 

実施内容 

・参加人数：月曜日８名、火曜日８名、水曜日 

４名の合計２０名となっている。(料理教室開

始当初は１２名からのスタートであった。) 

・スタッフ：１名とボランティア１名 

・実施時間：15～20 分 

・実施方法：スタッフがメニューを説明しなが

ら調理し、完成品を試食してもらう 

参加者の中には毎日調理を行っている方もいる

ため、スタッフが調理を行っていると「こうい

う切り方の方が食べやすいかもしれないね」や

「わたしはこれだけは冷蔵庫に必ず置いとると

よ！」と話が広がり、1 人用の鍋の素などご利用

者にとって馴染みのないものを提供する場合に

は「これはどこでも売っとるとかな」と言った

会話がきかれる。また自炊している方は、現在

も鍋とコンロを使って作っている方がほとんど

で、電子レンジで筑前煮や茶わん蒸し・魚の味

噌煮などを作ると、レンジで短い時間でもしっ

かりと作れることに驚かれる。 

利用者の声 

料理教室開始から、約１年半が経ったため 2025

年 9 月に料理教室参加者へ参加してからの変化

について話を伺った。 

T 様 

９０代 要介護１ 妹氏と 2 人暮らし 

食事を作っているのは、基本的に妹で自分自身

もたまに作る 

～料理教室に参加しての変化～ 

妹が基本献立を考えてくれているが、料理教室

に参加して作りたいと思うようになり、レシピ

を見て、買い物を頼み、自身でも作るようにな

った。 

K 様 

６０代 要介護２(左片麻痺) 一人暮らし 

総菜やお弁当を買う時もたまにあるが、基本自

炊 

～料理教室へ参加しての変化～ 
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ヘルパーさんに自分で切ることができない材料

は切ってもらいながら、スライサーなどを使っ

て材料を切り、料理教室で習ったものを作って

いる。今後も参加したいと話される 

E 様 

８０代 要介護１ 息子と２人暮らし 

総菜やお弁当・冷凍食品も利用しながら、息子

の分も合わせて２人分作っている 

～料理教室へ参加しての変化～ 

料理番組も見て、作っていたけど電子レンジの

方が簡単に作れるから教えてもらったあとは必

ず作っていると話される 

考察 

今回、高血圧のご利用者が「ご飯は簡単に佃煮

や漬物と白ご飯だけの日もある」という一言を

きっかけに、ご利用者の健康状態を考え食生活

の改善で何かできることはないかという思いで

料理教室を実施し始めた。だが料理教室を実施

していると、ご利用者にとっては月に一度、１

５分と短い料理教室なので「料理教室が役に立

っているのだろうか」「どんなメニューにすれば

良いのだろう」という不安の方が大きく、自分

自身が料理教室を楽しめず、毎月のメニューを

考え、実施することで精一杯だった。しかし、

今回改めて料理教室についてお話を伺ってみる

と「作っていない」という意見よりも「作って

いる・助かる・これからも是非参加したい」と

いう意見が多く、「作った際にはよければ写真を

撮ってきてほしい」とお願いすると、「写真を撮

ることに慣れていないからぶれてるけど…」と

言われながら、料理した写真を見せてくれる方

もいらっしゃりとても嬉しかった。月が変わる

とご利用者の方から「今日は料理教室じゃない

と？簡単で説明も分かりやすいけん、楽しみに

しとるよ」「今月はいつあると？」「色々考えて

くれてありがとうね」と言われることがあり、

私が取り組むことへの活力をもらっている。そ

のような思いを受けて、現在はご利用者がどの

ようなメニューなら作りやすく、そして作って

みたいと思えるレシピが提案できるかと考えら

れようになっている。普段、ご利用者にどのよ

うな料理がレシピとしてあったらよいかを尋ね

ると「ナスを使ったレシピはある？」と言わ

れ、その場で一緒に検索してメニューをお見せ

した際「これよかね」と言って実際にレシピへ

反映したこともあった。ご利用者は簡単にイン

ターネットを使って検索するということが出来

ない方も多いので、今後もこのようにご利用者

の意向を反映したレシピを提供していきたいと

考える。また今回料理教室を始める際に、お皿

ではなく安価で売っている電子レンジで使える

耐熱容器（野菜を蒸すことができる）をすす

め、ご利用者も興味を持ち購入して実際にその

容器を使っているという声も聴くことが出来

た。このようなことからレシピも簡単調理器具

も少ない時間ではあるが、デイでの料理教室を

通してご利用者にとって使いやすく、良いもの

を紹介できるようにしていきたい。 

おわりに 

デイサービスは 9：３０から１５：３０までの 6

時間。それ以外の 18 時間は自宅での生活とな

る。私たちはデイにいる時だけの生活を守るだ

けではなく、自宅での生活も守りたいと考えて

いる。 

この考えは民医連の介護福祉の理念の中にある 5

つの目標のひとつ、総合性の追求（生活を総合

的にとらえ、ささえる介護・福祉を実践しま

す。）に通ずるものである。 

今後も料理教室を継続して行けるよう試行錯誤

しながら、利用者を支えていくために他にもな

にかできることがないかデイサービス全体で考

えていきたい。 
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中庭での園芸療法のすすめ 
上戸町病院回復期入院リハ 山本美生 
【はじめに】 

園芸療法の視点でこれまでの中庭の活用方法

を考察し、今後さらに効果的に活用するために考

察したので報告します。 

 

【中庭について】 

当院の中庭は、以前は友の会でも一部管理して

いましたが、徐々に友の会の活動が縮小してきて、

現在は全て回復期 OT にて管理しています。以前

から中庭は主に精神賦活目的で野菜や花を見に

行ったり、水やりをしたり、集団で苗植えをした

りして活用してきました。6～7 年前から OT 内

で係の担当分けをするようになり、園芸係ができ

ました（その他、評価用紙係、台所係、プリント

印刷係、物品管理係）。園芸係が大まかな 1 年の

スケジュールを立て、花や野菜の苗、肥料の購入、

植える際や草取りなどの際にアナウンスを行い、

回復期ＯＴ全体で管理しています。 

 

【園芸療法とは】 

園芸療法は花や野菜などの園芸植物や自然と

の関わりを通して、心身の機能回復や QOL の向

上を図る療法です。第二次世界大戦後のアメリカ

で退役軍人の社会復帰を目指したリハビリテー

ション、作業療法の一つとして行われるようにな

りました。 

園芸療法は様々な効果が期待できます。植物を

植えたり、草を取ったりすることで身体機能の維

持・向上、視覚、嗅覚、触覚など五感への刺激も

得られます。認知的効果としては、季節を感じる

ことで見当識へのアプローチとなったり、植物を

育てるために考える機会が増えたり、植物を通し

て昔のことを思い出し回想法的な効果が得られ

ます。精神的効果としては、自然の中で作業する

ことで、気分転換になり、ストレスの軽減につな

がったり、自分で育てた植物が開花したり、収穫

したりする経験は達成感や満足感を得られたり、 

植物を育てる喜びや植物の成長を見守ることか

ら意欲向上や生きがいを見出すことができます。

社会的効果としては、植物を介して他の参加者と

の会話が生まれ、コミュニケーションの促進にな

ったり、共同で作業をすることで、社会性を高め、

周囲の人々との共感や協力関係を築くことがで

きるなどが期待できます。 

 

【症例紹介】 

中庭を活用した症例を紹介します。 

A 氏 90 歳 女性 

主病名：Th8 圧迫骨折 既往：うつ病、認知症 

社交的で明るい性格ですが、「生きがいがない」

とうつ的で意欲低下があり毎日離床・リハビリ拒

否がありました。元々、畑作業が好きだったので

精神面へのアプローチとして中庭を利用しまし

た。離床やリハ誘導がしやすくなり、歩行や立位

保持につながりました。作業活動も「何もしたく

ない」と拒否がみられていましたが、花を摘み、

生け花にする作業は長時間集中して取り組むこ

とができました。植物に触れているときは表情が

良く、ネガティブな発言もほとんどみられません

でした。立位保持や歩行を促せたことで ADL の

改善につながり、中庭に行くと草を抜こうとした

り野菜に支柱を植えようとしたり抑制できない

ほど自発性が生まれました。植え方の指導をして

くれ自尊心の向上にもつながったと思われます。 

 

B 氏 74 歳 女性 

主病名：右大腿骨遠位端骨折の術後 

怖がりな性格で恐怖心のためなかなか術側に荷

重を乗せられませんでした。右下肢に荷重を促す、

訓練内では行いにくい色んな動きを促すことを

目的に集団での苗を植える作業に参加してもら

いました。作業中は自然と術側に荷重をかけたり、

普段できないダイナミックな動きを出したりす

ることができました。集団では他患者がどこに動

き何をするかなど他者にも合わせて動く必要が
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あるため動きも難易度が上がりやすく、また会話

もしながら行うため、より意識も恐怖から離れや

すいと思われました。 

 

C 氏 88 歳 女性 

主病名：右人工股関節置換術後 

介護保険を利用しながら生活をしていました。認

知面は良好ですが、ほとんど視力がなく、活動性

の制限、耐久性の低下がありました。視力が低下

していても可能な作業として中庭を活用しまし

た。コミュニケーションも良好ですが、視力の影

響もあり通所サービスは拒否で他者との交流も

制限されていました。グリーンピースを収穫し鞘

から出す作業は普段よりも楽しく意欲的に取り

組め、自然と他者との交流もみられました。畑作

業は経験があるなじみの作業であったため、手さ

ぐりでも行うことができ、普段行わない楽しい作

業となったと思われます。また植物を介して他者

との交流が増えたことで今まで拒否だった通所

サービスへの移行の後押しになったのではない

かと思われます。集団で苗を植える作業にも参加

してもらいました。植物の話題で自然に会話もは

ずみ楽しく過ごせました。 

 

【考察】 

当院は高齢者が中心で認知症のため指示理解

や意欲の低下があったり、視力や聴覚に障害があ

ったり、単純な機能訓練が進みにくい症例がしば

しばみられます。園芸は、これまでの生活で行っ

ていて意欲的に行える作業となり得ることも多

く、立位や歩行の促しとなり、ADL の改善につ

ながることが期待できます。また、提供する活動

もただ見る、触ることから野菜を取る、野菜の筋

を取る、支柱を植える、生け花にするなどバリエ

ーション豊富で、楽しく主体的に取り組める作業

を選択可能で、難易度を調整することも可能です。

また、自然と会話やコミュニケーションが生まれ

る効果もあります。今回園芸療法を学び、園芸療

法の効果をより詳細に把握し、中庭を活用するこ

とで感じていた効果の裏付けを得ることができ

ました。今後は目的を明確にし、園芸療法前後で

の評価を行い、数値化することで、主観的ではな

く客観的な効果判定を行っていきたいです。 
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一人暮らしの高齢者に対す

る関わり              

～見守り支え合うネットワーク～ 

 

発表者：相良 洋子 

事業所：大浦診療所 

部門：外来看護 

 

Ⅰ.はじめに 

高齢化や核家族化の進行により、独居高齢者は、

増加している。⾧崎市でも高齢者の世帯は増加の

傾向にあり 65 歳以上の割合は令和 6 年３月現在、

総人口の約 3 割以上を占めている※1 

独居高齢者は、認知機能や生活力が低下しても、

外部から把握しにくいため、支援が遅れるリスク

がある。今回「小さな異変の気づき」をきっかけ

に多職種で支援体制を構築することにより独居

で暮らす認知症高齢者の生活安全確保に繋がっ

た。そこから学び得た独居高齢者に必要となる支

援のタイミングと、地域ネットワークが果たす役

割について報告する。 

 

Ⅱ.倫理的配慮 

個人が特定されないように十分な倫理的配慮を

おこなった 

 

Ⅲ.症例 

A 氏：90 歳代女性、独居、要介護１ 

既往：アルツハイマー型認知症、高血圧症、 

骨粗鬆症、脂質異常症 

キーパーソン：従妹（週１回訪問） 

地域との関わり：友の会会員、近隣住民との交流 

その他：余光会会員 

 

Ⅳ.経過 

A 氏は、定期的に外来通院していたが、２０２

３年 12 月頃、血圧手帳忘れや、緊急連絡先を何

度尋ねてもメモを忘れるなど認知機能低下の兆

候が現れた。同時期には友の会会員から「留守中

に服がなくなった」「食事が摂れていない」「足取

り不安定」といった生活上の変化が寄せられた。

従妹に連絡し、最近の状況を尋ねるが、「おかし

な行動はない週１回逢って食事も摂れている」と

情報の乖離が生じていた。情報を整理し看護から

地域包括へ情報共有を行い支援の検討を行った

結果、初回の介護申請の運びとなった。申請時

HDS-R は 25 点で本人から「まだ、今の生活で大

丈夫」とサービス利用を拒否したため、介護サー

ビスの導入には至らなかった。それでも友の会・

外来・地域包括・従妹の四者が見守りを継続し、

来診未の時には必ず安否確認を行うなど、生活状

況の変化を注意深く把握し続けた。 

2025 年４月頃になると、再び友の会からの情報

で、「階段で転倒した」「話のつじつまが合わない」

「薬が飲めていない」さらに「一人でいるのが不

安」との情報が寄せられ、生活の困難が再び明確

となった。これを受けて再評価が必要と判断し、

再、HDS-R を実施、結果１７点と低下していた。

本人も家事や金銭管理の難しさ、独居への不安を

自覚するようになったため、主治医・看護・地域

包括・従妹が同席して自宅訪問を行った。その際、

明らかに家事や炊事が出来ていない事と大量の

未内服薬が見つかり、生活支援の導入が急務であ

る事が確認され、介護の再申請及び訪問診療の開

始となった。 

支援開始後は、訪問診療による薬カレンダーのセ

ット、ヘルパーによる内服確認や生活支援、デイ

サービスの週３回利用により食事摂取も安定し

た。本人の意向に沿いながら複数の施設を見学し、

入所に向けた準備を進めることが可能となった。 

Ⅳ.考察 

A 氏は人付き合いも良く友の会の活動も行い、従

妹の交流など社会的つながりを積極的に行って

おり一方で外来では表出されない方だった。しか

し、友の会会員が普段のかかわりの中で小さな変

化に気づき、診療へ伝えたことが今回の支援の第
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一歩となった。看護はその声を受け止め、地域包

括や従妹へ情報を提供し初回の介護申請へつな

がった。A 氏が介護サービスを拒否した期間も、

友の会、外来、地域包括、従妹による見守り続け、

生活状況の変化を見逃さない体制を継続した。こ

の見守りの継続が再び生活困難が顕在化した時、

迅速に支援へつなげる土台となったと言える。申

請の段階では、自宅訪問を通じて現状を確認し実

際の問題点を明確化出来た事で介護サービス導

入や訪問診療開始への遂行など多職種による支

援体制が可能となった。内服支援やデイサービス

の導入により食事・生活が安定し、施設入所の準

備につながった。 

独居高齢者の生活は、一つの機関や限られた情報

だけでは捉えきれず、地域住民・家族・医療・福

祉がそれぞれに気づいたことを持ち寄る事で、初

めて生活の実態が見えてくる。ケアの出発点は

「相手の声に耳を傾ける」※2 姿勢にあり、無関心

からは、ケアは生まれないとされている。今回の

事例でも、友の会会員の小さな異変の気づきをき

っかけに、医療と地域がつながり、支援体制が動

き出した。日常の中の小さな変化を見逃さず関わ

りを切らさないことで早期の支援と安全な生活

の確保につながった。誰もが「ケアする側」であ

り「ケアされる側」であることを意識し、患者の

立場になって、どのような支援が必要かを考え行

動に移すことが求められる。これからも地域のネ

ットワークも強化し、解決策を考え多職種が連携

して応答できる体制を維持しながら、在宅での継

続支援が行えるように努めたい。 

Ⅴ.まとめ 

独居高齢者の生活変化は外来だけでは捉えき

れない。 

その方の状況に寄り添い見守り気づき、一人ひ

とりに合わせたケアを提供するため、家族や地域

包括センター、友の会など協力し、変化を早急に

捉え解決できる看護を継続していきたい 

 

 

 

参考文献 

※1【⾧崎市立地適正化計画】現状の把握及び将

来の見直し,2025 年 9 月 10 日閲覧, 

https://www.city.nagasaki.lg.jp/uploaded/attach

ment/11376.pdf 

 

※2【民医連新聞】ケアの倫理 Café 第 6 号 
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長崎健康友の会 

－平和の取り組み 

発表者：山口喜久雄 

長崎健康友の会幹事 

平和といのち・くらしの委員会 

はじめに 

被爆 80 年の昨年（2025 年）、⾧崎健康友

の会は日本被団協のノーベル平和賞受賞を

追い風に、核兵器禁止条約の批准を日本政

府に求める署名を推進し、被爆遺構巡りや

被爆体験を聴くつどいを各支部で取り組ん

できました。今回、そのことについて発表し

ます。 

 

中央支部 

中央支部は、被団協がノーベル平和賞を受賞

した翌月の昨年１月「ノーベル平和賞受賞の

喜びと被爆 80 周年にむけて」と題して、被爆

講話を開催。講師は⾧崎被災協役員の溝浦勝

さんです。溝浦さんは被爆当時４歳、爆心地

から 3.4km、飽の浦で被爆。病気に苦しみなが

ら、「ノーモア、ヒバクシャ」の運動を草の根

から続けてきたお話を聞くことができました。

寄せられた感想の中には、「あの日、声をあげ

ることもなく亡くなった方々の思いを胸に被

爆 80 年を考えていきたい」とあり、どんな未

来にしたいか、今を生きる私たちにかかって

いると強く感じました。 

 

西支部・北支部 

西支部は、民医連 OB 柴田親男さんをガイド

に、浦上天主堂と赤城キリシタン墓地を巡り、

浦上地区のキリスト教と被爆の歴史を学びま

した。 

北支部の取り組みの 1 つは、先ほど紹介した

西支部と同じ「平和の歴史散歩」。2 つめは、

北支部委員の松本美都恵さんの被爆講話です。

松本さんは当時 3 歳、爆心地から 2.1km ⾧与

町で被爆。ピースボ－トにも参加するなど平

和運動に熱心に取り組んでいます。3 つ目は、

新藤兼人監督の劇映画『第 5 福竜丸』の鑑賞

会です。1954 年アメリカがビキニ環礁で実施

した水爆実験によって、死の灰を浴びたマグ

ロ漁船員たちの被爆体験を告発したものです。 

 

南支部・香焼支部 

南支部は、被爆遺構巡りと核禁条約の署名に

取り組みました。遺構巡りは 2 回目で要望が

あった城山小学校や嘉代子桜などを 5 月、お

なじみの柴田さんの案内で回りました。⾧崎

新聞に載った行事案内を見て参加した人もお

り、「柴田さんのガイドは市民、被爆者の目線

を意識した語り口でした」と感想を述べまし

た。柴田さんからは「戦争や原爆被害を自分

事として意識していただけたら」という言葉

をいただきました。核兵器禁止条約の署名行

動は 8 月、上戸町病院の管理部と共同して院

内待合室で行い、リハビリ職員の声掛けもあ

り、1 時間で 53 筆集めました。なお、同条約

の署名集約数は⾧崎県健康友の会連絡会では

１２月１５日現在 1800 筆です。 

最後は香焼支部です。昨年 6 月香焼公民館で

行われた「平和の旅へ」合唱団のコンサート

への協賛です。被爆者：渡辺千恵子さんの生

涯を描いた演奏会には 200 人が参加し、成功

を収めました。 

 

終わりに 

現在、世界には 1 万 2 千発の核兵器が存在し

ます。ウクライナやガザの戦争で核兵器が使
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用されるのではないかという危機感がありま

す。また、政権与党からは非核三原則（核兵器

を持たず、作らず、持ち込ませず）を見直すと

いう発言がされています。 

昨年 8 月、広島の平和祈念式典において、当

時の湯崎広島県知事は「核抑止は万有引力の

法則のような物理的真理ではなく、頭の中で

構成されたフィクション」と述べました。被

団協のノーベル平和賞受賞は核抑止に頼らな

い平和な世界への願い、これからの世代への

期待と励ましも込められていると思います。

私たちは、被爆の実相を伝える遺構巡りや被

爆体験の継承にとりくみ、核兵器廃絶のため

に尽力します。共に力を合わせましょう。 
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諫早健康友の会 

事務所ができ新たな活動を 

始めました 

発表者：吉岡 賢 

諫早健康友の会事務局長 

 

はじめに 

この演題は、昨年９月の「いきいき健康フ

ェスタ」の折りに、石田亨会⾧が報告された

ものに若干の追加を加えて報告します。石

田会⾧は昨年 11 月 8 日の幹事会には集積

されましたが、その後体調を崩され 12 月 14

日に亡くなられました。諫早の会員一同、会

⾧のご冥福をお祈りするとともに、ご意志

を引き継いで頑張っていきたいと決意して

います。 

 

事務所ができるまでの経過 

諫早健康友の会は２００９年にスタートし

ました。この１５年間、会議は個人宅や公的

な施設を使ってきました。２０２０年から「居

場所づくり」を開始しましたが、なかなか適

当な物件がなく４年が経過。幹事のほとんど

が車での参加であり、無料の駐車場の有無が

ネックとなっていました。 

一昨年の８月に西諫早ニュータウン内の借

家を契約することができました。 

昨年の６月に庭と畑を潰して駐車場を整備、

近所の駐車可能な場所を加えると、10 台以上

の駐車が可能となりました。 

 

事務所を活用した取り組み 

これまで諫早では、公民館などを使っての

４つのストレッチサークルが、ほぼ毎週活動

していました。合計 70 人ほどです。昨年２月

から、完成した事務所を活用した新しいサー

クルづくりにとりくんできました。参考にし

たのは、先行している佐世保の「いこいの家」

のサークルです。 

昨年 2 月からこの４つのサークルをスター

トさせました。スクエアステップ以外は、現

在までほぼ毎週実施して定例化しています。 

 

 

各サークルの様子 

囲碁サークルは月曜日の午後２時からです。

碁石は多くの方から寄贈していただきました。

碁盤は折りたたみ式の碁盤を ACB で購入。現

在の登録は８人です。初心者歓迎としました

が、今のところ５級から５段までの経験者の

みです。右写真の右側は在りし日の石田会⾧

です。 

健康マージャンサークルは木曜日の午後２

時からです。牌は４組寄贈していただき、組

み立て式雀卓を２つ購入しました。参加者が

いるのか少々不安でしたが、初日から７人こ

られ、現在の登録者は 16 人、全員が熟年女性

です。やり方を知っている方も少数おられま

したが、ほぼ全員が初心者。０から指導して

もらっています。左写真の立っている方が先

生です。笑いが絶えない２時間となっていま

す。 

ストレッチサークルは金曜日の午前１０時

からです。やや歩行が困難になりつつある８

０代の方が中心です。数回で効果が実感でき

たと喜ばれています。集まっての懇談も重視

しています。昨年７月にはゴキブリ団子づく

りもしました。 
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今後の課題と展望 

第一は新たなサークルを立ち上げることで

す。手はじめに、１月に「カラオケ一番」を使

ったカラオケサークルを立ち上げる予定です。 

第二はこの事務所を拠点にして、まだ班が

ない西諫早地区に班を立ち上げることです。 

第三は気軽に立ち寄れる“サロン”的な事務

所にすることです。 

最後に、事務所設置に関わって物心両面で

支えていただいた⾧崎民医連、友の会県連絡

会の皆様に心から感謝申し上げます。 

また、今後とも支えていただく⾧崎民医連

のご期待に沿えるよう、諫早健康友の会のい

っそうの発展を誓いまして報告を終わらせて

いただきます。 
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身体的拘束最小化にむけて

の取り組み 
発表者：松尾つばさ 

共同発表者：青柳栄子・中村雄太 

事業所：上戸町病院 

部門：3 階病棟 

 

Ⅰ.はじめに 
 2024 年に診療報酬改定で身体的拘束の最小化

が施設基準とされ、その基準を満たない場合入

院基本料が減算されるため、その最小化へ向け

て取り組むこととなった。３階病棟は回復期リ

ハビリテーション病棟であり、生活の質向上、

ADL 訓練を行うため、見守り歩行とすることが

多い。一方で動作の未確立のレベルの方の１人

での移乗・独歩による転倒発生リスクが高くな

り、スタッフは抑制に依存せざるを得ない事が

多い。抑制を行わずに安全を確保する方法を検

討するためには病棟内での意識の統一が不可欠

である。今回、意識調査を行うことで見えてき

たことを活かして、身体拘束最小化にむけての

取り組みを発表する。 

 

Ⅱ.目的 
1. 身体的拘束に対する職員の意識統一を図

る 

 

Ⅲ.方法 
1. 調査方法：無記名紙面調査（アンケー

ト） 

2. 期間：令和 7 年９月～１０月 

3. 対象：３階病棟に勤務している看護師・

介護福祉士の職員１７名 

 

Ⅳ.倫理的配慮 
 アンケート調査の参加は自由意志であり、個

人が特定されないよう行うことを提示し、アン

ケートの提出をもって承諾とした。 

 

Ⅴ．アンケートの結果および考察 

回収率：８２％ （１７名中１４名回収） 

1.「身体抑制についてどう思うか」では、多く

が患者の安全を守るために必要性を感じてい

る。一方で身体拘束を「したくない・避けた

い」という意見が多く、患者の安全確保や重篤

な事故を防ぐために必要で、患者の尊厳や人権

を侵していると感じながらもやむを得ず行って

いることがわかった。また、業務の多忙や欠

員、身体的拘束の適応など「抑制しなくてもい

い方法があるなら学習したい」という学習意欲

もあり、身体的拘束の最小化自体には前向きで

あることがうかがえた。 

2.「身体抑制を減らすことは可能か」は「は

い」が８６％、「いいえ」が 14％。 

3.「身体抑制患者の把握はできているか」は

「はい」が９３％と把握されていると考えてい

る。    

4.「身体抑制開始は、どのようなタイミングで

決めているか」では、転倒の危険性があるとき

35％、（本人・他患者の）安全を守れないとき

30％、認知機能 23％、危険行為 11％となっ

た。 

5.「身体抑制解除はどのようなタイミングで決

めているか」では、危険リスクが低下したとき

35％、ADL の向上 25％、抑制によって患者状

態が悪化したとき 15％、退院先が抑制不可の施

設の為 15％、その他 10％となった。 

身体抑制開始と解除は担当スタッフやその日の

スタッフの判断で行っている状況となっており

担当・リハチーム・病棟全体での意思統一のな

い状態で施行されている。 

 

Ⅵ．３階病棟での取り組み 
１．これまで個人主観で行っていた身体拘束の

患者に対して、毎週水曜午後に病棟としての評

価を行った。病棟スタッフ全員とはならないが

複数名で話し合い、スタッフ全体で納得できる

身体拘束の継続や早期の解除にむけて努めてい

る。 

２．転棟や直接入院時は入棟後に回リハ病棟と

して、安全を確保できる状況（隣にスタッフが

付き添って過ごす、ナースステーション近くで

スタッフがすぐに対応できる環境）にして拘束

34



のない状態を観察するようにしている。 

3. 起立時転倒の危険性がある患者へは、塗り

絵、計算・漢字ドリル、カラオケ等を行い、本

人の趣向にあったものをみつけ身体拘束を避け

るよう努めている。 

４．欠員や多忙な状況もあり、物理的な身体的

拘束とは異なる拘束（言葉や態度等）に対して

も知識や意識を高めていく必要性もあり、言葉

による身体拘束（スピーチロック）の勉強会を

病棟内で行った。 

また、スピーチロックにいたる原因の一つとし

てアンガーマネージメントについての理解を深

めるための勉強会も病棟内で行った。 

 

Ⅶ．まとめ 
身体拘束を最小化する取り組みの強化として、

医療機関における患者の生命や身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束を行

ってはならない事を規定するとともに、組織的

に身体拘束を最小化する体制を整備することを

規定する、とある。抑制は患者の安全確保や重

篤な事故を防ぐために必要であると認めつつ

も、患者の尊厳や人格を侵しているという自覚

があった。患者の安全と抑制のリスクに対し身

体抑制は最小限にすべきと考える一方、倫理的

ジレンマに直面する事で患者のリスクに対し、

慎重に考えなければならない困難さを感じてい

る。厚生労働省の「介護施設・事業所等で働く

方々への身体拘束廃止・防止の手引き」では身

体拘束を必要としないための 3 つの原則の内

「身体拘束を必要とする要因を探り、その要因

を改善する」というものがあり、「必ずその人な

りの理由等の要因があり、職員のかかわり方や

環境に課題があることも少なくない」と述べら

れている。日々の患者とのコミュニケーション

方法を振り返り、適切な方法で接するために、

物理的な拘束だけでなく、知識や意識を高める

目的での勉強会を行い個々の患者に対するコミ

ュニケーション方法を見出す事が出来た。また

原因の一つであるアンガーマネージメントにつ

いての理解を深めるための学習会を行えた事で

さらなる意識改革に結びつける事ができた。今

後は、カンファレンスの継続、アセスメントツ

ールの作成に取り組み、身体的拘束の対応の統

一を図りたい。 

 

Ⅷ．終わりに 

身体的拘束の最小化に向け職員１人１人が意識

を常に持ち、前向きに取り組みを継続し、日々

のケアにつなげるようにこれからも病棟全体で

取り組んで行きたい。 

 

Ⅸ.参考・引用文献 
1. 令和６年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅱ

（認知症、精神医療、難病患者に対する医療）、

2024．3,5 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000196352_00012.html 

2.厚生労働省、介護施設・事業所等で働く方々

への身体拘束廃止・防止の手引き、2024.8,20 
https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001

484658.pdf 
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大浦ひだまり食堂の歩みと 

病院として何ができるのか？ 

発表者：永田和磨 

事業所：上戸町病院 

部門  ：栄養課 

はじめに 

HPHの観点から栄養課として何かできること

はないかと考えこども食堂を通して子供達に

居場所を提供することで孤食を防ぐとともに

地域の人々と交流できる場とし、子供達とそ

の保護者の方々が抱える問題を発見し解決の

糸口になればとはじめました。 

 

大浦ひだまり食堂の歩み 

まず、こども食堂を始めるにあたり他の地域、

同じ大浦の地域のこども食堂に参加させても

らい、大浦ひだまり食堂はどのような形で開

催し運営していくかを模索していきました。 

更にひだまり食堂を継続させるために事務局

を作り病院全体に広めるために社保委員会の

中で小委員会を作りました。 

そして、２０２２年４月第一回目の大浦ひだ

まり食堂はコロナ禍ということもあり上戸町

病院でお弁当を作って詰め大浦診療所で配布

のみ行うという形でした。 

その後、密にならない様に時間での予約制に

するなどコロナ禍での工夫をしながら行いま

した。 

回数を重ねコロナが少し落ち着いた頃から子

供たちに楽しんでもらえるように季節の行事

毎にイベントを行いました。 

８月は食中毒のリスクも考え弁当配布ではな

く子ども無料塾を開催しました。ですが、毎

年参加してくれる子供達が少なくなってしま

い今後の開催方法や周知の仕方を考え、夏休

みに子供達が集まれる場になれるようにした

いです。 

9 月はお月見でお団子に絵を書いてもらった

り、１０月はコロナで中止になったおくんち

の気分を味わってもらうために出店形式に、

１２月のクリスマスではケーキの飾りつけを

してもらうなど試行錯誤してきました。 

最近では、６年ぶりに開催した病院まつりに

ひだまり食堂として参加せて頂きました。 

子どもたちには無料で食べてもらいとても好

評で直ぐに完売しました。 

 

運営していく中で出てきた課題 

開始当初こども食堂と同時に地域の方にも利

用してもらいたいということで大人だけでも

３００円で購入してもらえるようにしていた

こともあり、子供より大人の利用者の方が多

く来ていました。 

子供達に来てもらうために保育園、小学校な

どにチラシを配布したり、先ほど紹介したイ

ベントを考え実施し、今では全体の７割近く

子供たちに来てもらえるようになりました。 

そして次に出てきた課題が衛生面でした。 

どうしても私たち栄養課とボランティアの

方々で食中毒への意識の差がありました。 

万が一子ども食堂で食中毒を出してしまった

ら上戸町病院の調理師として作ってることも

あり、患者様の食事に影響を及ぼすかもしれ

ない、こども食堂そのものもリスクがあるか

ら辞めようとなるかもしれないと思い衛生へ

の意識を共有するため衛生の学習会を行いま

した。 

学習会以降はボランティアの方々の意識も変

わり、手袋の取り扱い方、ｱﾙｺｰﾙ消毒など徹底

してくれるようになりました。 
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そして運営していく中で必ず必要なのが資金

です。 

最初は資金が足りなくなることもある中、野

菜を馬渡青果、お肉をカウベルにとても安く

してもらったり、無料で支援して頂いたりし

ました。 

そしてこども食堂ネットワークという⾧崎市

のコミュニティに入りそこを通して支援品の

寄付・寄付金・助成金の情報なども頂きまし

た 

その中でララコープさんを紹介して頂き、毎

月お米と寄付金と毎年夏頃にフードドライブ

を開催して集まったものを⾧崎市の各食堂に

分けていただいています。 

他にも沢山の支援を受け今では資金が足りな

くなることは無くなりましたが支援品はいく

らあっても子供達に喜んでもらえます。 

ご協力お願いいたします。 

 

今後病院として何ができるのか？ 

沢山の子供達が来てくれるようになりました

が、引きこもりのお子さんがいる家庭、忙し

くてお子さんを連れてこれない家庭など、地

域との繋がりが出来ずこども食堂に参加でき

ない家庭への支援は出来ておらず、把握する

のは困難で手が届いていないというのが現状

です。 

いつかそういった家庭にも支援できるように

したいです。 

そして、病院が運営するこども食堂として病

院ならではのイベントができたらと考えてい

ます。 

親子調理実習、AED の講習や各部署の職業紹

介を実施し、将来の職業選択の参考になる取

り組みを行う。 

このように上戸町病院全体で取り組んで病院

が運営するこども食堂ならではのイベントが

出来たら子供達は楽しく、ためにもなり、病

院としては知ってもらう良い機会になるので

はないかとかんがえています。 

まとめ 

２０２２年の４月から始まった大浦ひだまり

食堂も３年半が経ちました。 

参加してくれるボランティア、職員の方々、

そして寄付など支援してくれる方々のおかげ

でここまでやってこれました。 

これからも皆さんの力を借り更に子供たちに

楽しんでもらえるこども食堂にしていきたい

です。 
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第 47 回（2025 年度）⾧崎民医連学術運動交流集会 振り返りシート 

 
事業所：     職場：    氏名：              
 
１．記念講演「倒産と再建から学んだ民医連の存在意義」について、感じたこと・学んだこと・振

り返って考えたことなどお書きください。 

 

 

 

 

 

 

２．演題発表について感じたこと・考えたことなどお書きください。 

(1) 香焼民主診療所におけるプライマリ・ケア看護のまとめ ～プライマリ・ケア看護師に認定されました！～ 

（香焼民主診療所 土屋由紀子さん）  

 

 

 

(2) Ａ病院における外国人医療の現状と課題 

（上戸町病院 外来看護課 赤島友美さん）  

 

 

 

(3) ご利用者の健康を考えてデイサービスで取り組んだこと ～レンジで簡単料理教室を始めて～  

   （戸町ふくし村 デイサービス 松永さやかさん）     

 

 

 

(4) 中庭での園芸療法のすすめ 

（上戸町病院 回復期入院リハ課 山本美生さん） 

 

 

 

(5) 1 人暮らしの高齢者に対する関わり ～見守り支え合うネットワーク～ 

（大浦診療所 外来看護課 相良洋子さん）  

 

 

 

 

感想文は、このページを切り取って提出ください。裏面もあります。 
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(6) ⾧崎健康友の会 平和の取り組み ～⾧崎健康友の会  

     （⾧崎健康友の会 平和といのち・くらし委員会 山口喜久雄さん） 

 

 

 

(7) 諫早健康友の会 事務所ができ新たな活動を始めました 

（諫早健康友の会 事務局⾧ 吉岡賢さん） 

 

 

 

(8)  身体的拘束最小化にむけての取り組み 

（上戸町病院 3 階病棟 松尾つばささん） 

 

 

 

(9) 大浦ひだまり食堂の歩みと 病院として何ができるのか？ 

  （上戸町病院 栄養課 永田和磨さん） 

 

 

 

 

３．全体を通しての感想、疑問、今後に生かしたいことなどお書きください。 
 

 

 

 

４．運営について、その他実行委員会への要望や意見などあればお書きください。 
 

 

 

 

※ このシートは、事業所・職場でとりまとめ、１月 24 日(土)までに、⾧崎民医連事務局・松延ま

で提出ください。また、振り返りシートはグーグルフォームでも提出できます。その場合は、右の URL

か QR コードを使ってください。 

https://forms.gle/JrhEi1ML3w3QdtoJA 
 

 

 

 

第 47 回（2025 年度）⾧崎民医連学術運動交流集会実行委員会 
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